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○北谷町個人情報の保護に関する法律施行条例 

令和４年１２月１９日 

条例第２０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「町の機関」とは、町長（公営企業管理者の権限を行う町長を含

む。）、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関す

る法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」という。）で使用する用語の例に

よる。 

（個人情報取扱事務の届出） 

第３条 町の機関は、個人情報取扱事務（継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務で

あって、保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものを

いう。以下この条において同じ。）を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事

項を町長に届け出なければならない。 

(1) 個人情報取扱事務の名称 

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称 

(3) 個人情報取扱事務の利用目的 

(4) 取り扱う個人情報の対象者 

(5) 取り扱う個人情報の項目 

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 町の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を変更し、又は廃止すると

きは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、町の機関は、緊急かつやむを得ない理由により、届出をす

ることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後に、

前２項の届出をすることができる。 

４ 町長は、前３項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供

しなければならない。 

（開示請求の手続） 
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第４条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を

記載するものとする。 

（開示決定等の期限に関する特例） 

第５条 町の機関が開示決定等をする場合における法第８３条及び第８４条の規定の適用

については、法第８３条中「３０日以内」とあるのは「１５日以内」とし、法第８４条中

「６０日以内」とあるのは「３０日以内」と、「同条第１項」とあるのは「北谷町個人情

報の保護に関する法律施行条例（令和４年北谷町条例第２０号）第５条の規定により読み

替えて適用される前条第１項」とする。 

（開示請求に係る手数料） 

第６条 法第８９条第２項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第８７条第１項の規定による写しの交付（開示される保有

個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方

法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又

は出力したものの交付。以下この項において同じ。）により保有個人情報の開示を受ける

者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第２

８条第４項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用について

も同様とする。 

（訂正請求の手続） 

第７条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を

記載するものとする。 

（利用停止請求の手続） 

第８条 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事

項を記載するものとする。 

（北谷町情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第９条 町の機関は、次のいずれかに該当する場合において、北谷町情報公開・個人情報保

護審査会条例（令和４年北谷町条例第２１号）第２条に規定する北谷町情報公開・個人情

報保護審査会に諮問することができる。 

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、

又は廃止しようとする場合 

(2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合 

(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合 
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(4) その他法第３章第３節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める場合 

（運用状況の公表） 

第１０条 町長は、毎年１回町の機関における法及びこの条例の運用状況について、公表す

るものとする。 

（規則への委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（北谷町個人情報保護条例の廃止） 

第２条 北谷町個人情報保護条例（平成１３年北谷町条例第１８号）は、廃止する。 

（北谷町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の北谷町個人情報保護条例（以下「旧

条例」という。）第７条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第２条第１号に規

定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例によ

る。 

(1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第８号に規定する実施機関（以下「旧実施機

関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であっ

た者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者 

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関の所掌する事務の処理の委託を受けている者若

しくは当該事務処理に従事している者又はこの条例の施行前に旧実施機関の所掌する

事務の処理の委託を受けていた者若しくは当該事務処理に従事していた者 

(3) この条例の施行の際現に町の公の施設の管理を行う指定管理者（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下この号

において同じ。）若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例

の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事

していた者 

２ この条例の施行の日前に旧条例第１３条、第２２条、第２６条又は第２９条の規定によ
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る請求がされた場合における旧条例第２条第２号に規定する保有個人情報の開示（これに

係る旧条例第２１条第２項に規定する費用の負担を含む。）、訂正、削除及び中止につい

ては、なお従前の例による。 

（北谷町情報公開条例の一部改正） 

第４条 北谷町情報公開条例（平成１３年北谷町条例第１７号）の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう〕略 

（北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正） 

第５条 北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年北谷町

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 


